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ぐんま犬猫パートナーシップ制度実施要領 

 

 

（目的） 

第１ この要領は、ぐんま犬猫パートナーシップ制度実施要綱（以下「要綱」という。）に

基づき、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所」（以下「パートナー事業所」という。）の

登録手続き等について定める。 

 

（事業所の登録） 

第２ パートナー事業所の登録（以下「パートナー登録」という。）は、動物の愛護及び管

理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）（以下「動物愛護管理法」という。）第１０

条第１項に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた事業所（以下「事業所」という。）

ごとに行う。 

２ 申請者が複数の事業所を営んでいる場合に、パートナー登録又はパートナー登録申請を

していない事業所において関係法令の遵守違反を認めた場合は、県はその改善を確認しな

ければパートナー登録は行わない。 

 

（登録基準） 

第３ パートナー事業所として登録する事業所は、次の区分ごとに、全ての基準を満たすも

のとする。 

（１）犬猫の販売を行う事業所 

ア 犬猫を販売する際は、飼い主に対して以下の項目を、「ずーっといっしょ誓約書（参

考様式１）」等により誓約を交わした上で販売すること。 

（ｱ）飼養可能な住宅に住居していること 

（ｲ）終生飼養すること 

（ｳ）万一飼えなくなった際には、責任を持って新たな飼い主を探し、安易に放棄しな 

いこと 

イ 犬猫の販売前に、飼い主に対して、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所適正飼養説

明項目（別紙１）」に記載する事項の説明を十分に行うこと。 

ウ 群馬県（以下「県」という。）の依頼に基づき、犬猫の適正飼養の普及や譲渡の推進

（以下「適正飼養の普及等」という。）に関する以下の事項について、１つ以上実施す

ること。 

  （ｱ）飼い主に対して、適正飼養を継続して指導する 

  （ｲ）適正飼養の普及等に関するチラシ等を事業所に設置する 

  （ｳ）適正飼養の普及等に関するチラシ等を顧客に配布する 

  （ｴ）県が提供する適正飼養の普及等に関する情報を、事業所のホームページ等に年１

回以上掲載する 

エ 「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録証（様式２）」（以下、「パートナー証」 

という。）及び本制度の登録を示すポスター又はステッカーを顧客から見やすい場所
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に掲示すること。 

オ 犬猫へのマイクロチップ装着及びその登録について、法令に基づいて取り扱うとと

もに、顧客への分かりやすい説明等、普及のための周知を行うこと。 

カ 申請者及び事業所は、狂犬病予防法、動物愛護管理法、群馬県動物の愛護及び管理

に関する条例（以下「条例」という。前橋市又は高崎市に所在する事業所の場合は、

それぞれ前橋市又は高崎市の同条例に読み替えることとする。）及びその他関係法令

を遵守していること。 

（２）（１）以外の事業所 

 ア 県が依頼する、適正飼養の普及等に関する以下の事項について、１つ以上実施する

こと。 

  （ｱ）飼い主に対して、適正飼養を継続して指導する 

  （ｲ）適正飼養の普及等に関するチラシ等を事業所に設置する 

  （ｳ）適正飼養の普及等に関するチラシ等を顧客に配布する 

  （ｴ）県が提供する適正飼養の普及等に関する情報を、事業所のホームページ等に年１

回以上掲載する 

 イ パートナー証及び本制度の登録を示すポスター又はステッカーを顧客から見やす

い場所に掲示すること。 

 ウ 申請者及び事業所は、狂犬病予防法、動物愛護管理法、条例及びその他関係法令を

遵守していること。 

 

（登録期間） 

第４ パートナー事業所の登録期間は、パートナー登録の日から、動物愛護管理法第１０条

に基づく第一種動物取扱業の登録の有効期間の満了の日までとする。 
２ 第一種動物取扱業の登録を複数受けている事業所においては、販売業の登録を受けてい

る場合はその有効期間の満了の日まで、販売業の登録を受けていない場合は、最も長い有

効期間の満了の日までとする。 
 

（登録費用） 

第５ 本制度の登録費用は無料とする。 
 

（新規登録） 

第６ パートナー事業所の登録を希望する事業所は、知事に「ぐんま犬猫パートナーシップ

事業所登録申請書（様式１）」（以下「登録申請書」という。）を提出する。 
２ 知事は、登録申請書を受理したときは、原則として事業所の現地確認を行う。 

３ 知事は、前項による確認の結果、登録基準を満たすときは、パートナー事業所として登

録し、パートナー証を交付する。 

４ 知事は、登録基準を満たさないときは、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所否登録決

定通知書（様式３）」（以下「否登録決定通知書」という。）により通知する。 
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（登録更新） 

第７ 登録期間満了後も、登録の継続を希望する事業所は、登録期間末日の３０日前までに、

知事に「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録更新申請書（様式４）」（以下「更新申請

書」という。）を提出する。 

２ 知事は、更新申請書を受理したときは、原則として事業所の現地確認を行う。 

３ 知事は、前項による確認の結果、登録基準を満たすときは、パートナー事業所の登録を

更新し、新たにパートナー証を交付する。 

４ 知事は、登録基準を満たさないときは、否登録決定通知書により通知する。 

 

（登録事項の変更） 

第８ パートナー事業所は、事業所名、メールアドレス、第３（１）エ及び同（２）アの実

施内容、実施に必要な情報、犬猫販売時に使用する資料に変更が生じた場合、知事に「ぐ

んま犬猫パートナーシップ事業所登録変更届（様式５）」を提出する。 

２ 知事は、事業所名に変更があったときは、パートナー証を再交付する。 

 

（パートナー証の再交付） 

第９ パートナー事業所は、パートナー証を紛失又は毀損したときは、知事に「ぐんま犬猫

パートナーシップ事業所登録証再交付申請書（様式６）」（以下「再交付申請書」という。）

を提出しなければならない。 

２ 知事は、再交付申請書を受理したときは、パートナー証を再交付する。 

  

（登録の辞退） 

第１０ パートナー事業所は、パートナー登録の辞退を希望するとき、登録基準を満たさな

くなったとき、または動物愛護管理法第１６条に基づく廃業等の届出を行ったときは、速

やかに知事に「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録辞退届（様式７）」を提出すると

ともに、パートナー証を返却しなければならない。 

 

（パートナー登録の取消し） 

第１１ 知事は、パートナー事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、パートナー登

録を取り消すことができる。 

（１）登録基準その他この要領に定める事項を遵守していないと知事が認めるとき 
（２）動物愛護管理法第１６条に基づく廃業等の届出を行ったとき 

（３）パートナー事業所の関係者が組織又は集団の威力を背景に集団的又は常習的に暴力的

不法行為を行う恐れがある団体の関係者または暴力団員と社会的に非難されるべき関

係を有しているものであると判明したとき 

（４）法令及び公序良俗に反する行為を行う者であると知事が認めるとき 

（５）その他県の信用又は品位を害する行為を行う者であると知事が認めるとき 

２ 知事は、パートナー登録を取り消したときは、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登 

録取消通知書（様式８）」により通知するものとする。 
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３ 登録の取消しを通知された事業所は、速やかにパートナー証を返却しなければならない。 

 

（調査） 

第１２ 知事は、第３に規定する事項について、パートナー事業所の実施状況を調査するこ

とができる。 

 

（管理等） 

第１３ 知事は、パートナー事業所について、「ぐんま犬猫パートナーシップ事業所登録台

帳（様式９）」を作成し、管理する。 

 

（記録の保存） 

第１４ パートナー事業所は、第３に定める登録基準を実施していることを証する書類等を

５年間保存しなければならない。 

 

（周知啓発） 

第１５ 知事は、パートナー事業所の情報について、希望により群馬県ホームページで公開

するほか、本制度について周知啓発を行う。 

 

（ロゴマークの利用） 

第１６ パートナー事業所は、本制度のロゴマークを利用することができる。利用許諾に関

する手続きは、ぐんま犬猫パートナーシップ制度ロゴマークの利用に関する取扱要領にお

いて定める。 

 

附則 

 この要領は、令和２年９月１８日から施行する。 

 この要領は、令和５年２月２７日から施行する。 

 

 

 


